
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  消費税、保証金・敷引き等の取扱い             

Ｑ：当社は、今期からテナント賃貸業を始

めました。テナントから受領する保証金や権

利金、共益費などは、消費税ではどのように

取り扱われますか？                                    

                                             

Ａ：次のように取り扱われます。 

【解説】 

消費税法では、資産の貸付けの対価の額は、

賃貸借に伴い収受する一切の金銭を含むとさ

れていることから、保証金や権利金、敷金な

どの名目で収受する金銭もこれに含まれるこ

ととなります。したがって、これら保証金や

権利金、敷金名義で収受する金銭のうち、返

還しないものは、課税資産の譲渡等の対価と

なり、返還するものについては、単なる預り

金であることから不課税取引として取り扱わ

れることとなります。また、共益費について

は、共用部分の費用を各テナントに負担させ

るものですから、事業用施設の貸付けの対価

となり、課税となります。 

これらをまとめますと、次のようになりま

す。 

返還しないもの ・・・ 課税 

返還するもの ・・・ 不課税 

共益費・・・・・・・ 課税   

なお、この場合において、資産の貸付けの

対象がマンション等の住宅である場合には、

次のような取扱いとなります。 

返還しないもの ・・・ 非課税 

返還するもの ・・・ 不課税 

共益費・・・・・・・ 非課税 
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